
6-10 

 

第６編 道路編 

第２章 交通現況調査 

 

 

第１節 交通現況調査 

 

第 6201 条 交通現況調査の種類 

交通現況調査の種類は以下のとおりとする。 

（１）交通量調査 

（２）速度調査 

（３）起終点調査 

（４）交通渋滞調査 

（５）駐車場調査 

 

第２節 交通量調査 

 

第 6202 条 交通量調査の区分 

交通量調査は、以下の区分により行うものとする。 

（１）単路部交通量調査 

（２）交差点部交通量調査 

 

第 6203 条 単路部交通量調査 

１．業務目的 

単路部交通量調査は、対象道路断面における交通量特性を得ることを目的と

する。 

２．業務内容 

単路部交通量調査の業務内容は下記のとおりとする。 

（１）計画準備 

受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内

容を確認し、第 1112 条業務計画書第２項に示す事項について業務計画書

を作成し、監督員に提出するものとする。 

（２）現地踏査 

受注者は、設計図書に示す項目に関して現地踏査を実施し、調査の目的、

主旨に合致した調査が可能であるか、および調査員・第三者の安全、調査

時の周辺状況への影響を確認し、適切な調査位置、調査時期（調査日・時
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間）の設定、調査員の配置計画、調査工程の計画等の実施計画を作成し、

監督員に提出するものとする。 

（３）交通量調査 

受注者は、監督員の指示する道路断面、調査時間および計測単位、車種

別、方向別交通量を人手等により観測を行うものとする。なお、自転車歩

行者の計測は監督員の指示によるものとする。また、車種分類、自転車歩

行者については「全国道路・街路交通情勢調査（道路交通センサス）一般

交通量調査実施要領 交通調査編」（国土交通省）に準ずるものとする。 

（４）集計整理 

受注者は、観測した交通量を時間別、方向別および車種別に集計整理す

るものとする。 

（５）照査 

受注者は、第 1108 条照査技術者及び照査の実施に基づき、照査を実施

するものとする。 

（６）報告書作成 

受注者は、業務の成果として、第 1210 条調査業務及び計画業務の成果

に準じて報告書を作成するものとする。 

 

第 6204 条 交差点部交通量調査 

１．業務目的 

交差点部交通量調査は、交差点部において流入部別に車種別・方向別の自動

車交通量及び横断歩行者・自転車等の観測を行い交通量の実態を得ることを目

的とする。 

２．業務内容 

交差点部交通量調査の業務内容は下記のとおりとする。 

（１）計画準備 

受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内

容を確認し、第 1112 条業務計画書第２項に示す事項について業務計画書

を作成し、監督員に提出するものとする。 

（２）現地踏査 

受注者は、現地踏査について、第 6203 条単路部交通量調査第２項の

（２）に準ずるものとする。 

（３）交通量観測 

受注者は、設計図書に基づき、指示された流入部、調査時間、計測単位

で方向別に車種別、自転車、横断歩行者の観測を人手等により行うものと

する。また、車種分類については、「全国道路・街路交通情勢調査（道路

交通センサス）一般交通量調査実施要領 交通調査編」（国土交通省）
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（以下「渋滞調査マニュアル」という。）に準ずるものとする。 

（４）集計整理 

受注者は、集計整理について、第 6203 条単路部交通量調査第２項の

（４）に準ずるものとする。 

（５）照査 

受注者は、第 1108 条照査技術者及び照査の実施に基づき、照査を実施

するものとする。 

（６）報告書作成 

受注者は、業務の成果として、第 1210 条調査業務及び計画業務の成果

に準じて報告書を作成するものとする。 

 

第３節 速度調査 

 

第 6205 条 速度調査の区分 

速度調査は、以下の区分により行うものとする。 

（１）走行速度調査 

（２）旅行速度調査 

 

第 6206 条 走行速度調査 

１．業務目的 

走行速度調査は、対象道路断面における車両の地点速度を調査し、交通状況

を把握することを目的とする。 

２．業務内容 

走行速度調査の業務内容は下記のとおりとする。 

（１）計画準備 

受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内

容を確認し、第 1112 条業務計画書第２項に示す事項について業務計画書

を作成し、監督員に提出するものとする。 

（２）現地踏査 

受注者は、現地踏査について、第 6203 条単路部交通量調査第２項の

（２）に準ずるものとする。 

（３）走行速度調査 

受注者は、設計図書に基づき、調査地点において短区間の走行速度を人

手あるいは速度計測装置などを用いて方向別、車種別に計測するものとす

る。 

受注者は、設計図書に基づき、指示された各時間帯及びサンプル数の車

両の速度を計測するものとする。また、車種分類は監督員の指示による以
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外は、大型車と小型車の２分類とする。 

（４）集計整理 

受注者は、設計図書に基づき、計測された車両の速度の集計整理を行う

ものとする。 

（５）照査 

受注者は、第 1108 条照査技術者及び照査の実施に基づき、照査を実施

するものとする。 

（６）報告書作成 

受注者は、業務の成果として、第 1210 条調査業務及び計画業務の成果

に準じて報告書を作成するものとする。 

 

第 6207 条 旅行速度調査 

１．業務目的 

旅行速度調査は、ある地点間の走行所要時間を調査することにより、地点間

のボトルネックや渋滞状況を把握することを目的とする。 

２．業務内容 

旅行速度調査の業務内容は下記のとおりとする。 

（１）計画準備 

受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内

容を確認し、第 1112 条業務計画書第２項に示す事項について業務計画書

を作成し、監督員に提出するものとする。 

（２）現地踏査 

受注者は、現地踏査について、第 6203 条単路部交通量調査第２項の

（２）に準ずるものとする。 

（３）旅行速度調査 

受注者は、調査区間について走行試験車を走行させて、交差点又は一定

距離ごとの所要時間と信号、渋滞等による停止時間を計測するとともに、

周辺の道路状況等を把握することにより、ボトルネックや渋滞の主な理由

を調査するものとする。なお、調査時間帯および調査回数は、設計図書に

基づくものとする。 

（４）集計整理 

受注者は、集計整理について、「全国道路・街路交通情勢調査（道路交

通センサス）一般交通量調査実施要領 旅行速度調査編」（国土交通省）

に準ずるものとする。 

（５）照査 

受注者は、第 1108 条照査技術者及び照査の実施に基づき、照査を実施

するものとする。 
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（６）報告書作成 

受注者は、業務の成果として、第 1210 条調査業務及び計画業務の成果

に準じて報告書を作成するものとする。 

 

第４節 起終点調査 

 

第 6208 条 起終点調査の種類 

起終点調査の種類は以下のとおりとする。 

（１）路側ＯＤ調査 

（２）オーナーインタビューＯＤ調査 

 

第 6209 条 路側ＯＤ調査 

１．業務目的 

路側ＯＤ調査は、地整際又は県際（コードンライン）などを通過する交通の

起終点、運行目的等を調査することを目的とする。 

２．業務内容 

路側ＯＤ調査の項目は、「全国道路街路交通情勢調査実施要綱自動車起終点

調査（調査編）」（国土交通省、以下「ＯＤ調査要綱」という。）に基づき下

記のとおりとする。 

（１）計画準備 

受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内

容を確認し、第 1112 条業務計画書第２項に示す事項について業務計画書

を作成し、監督員に提出するものとする。 

（２）現地踏査 

受注者は、現地踏査について、第 6203 条単路部交通量調査第２項の

（２）に準ずるものとする。 

（３）断面交通量調査 

受注者は、観測地点においてＯＤ調査要綱に定められた車種分類に従っ

て、調査地点を通過する全車両（三輪以上の自動車）の台数を、１時間単

位で観測するものとする。 

（４）路側ＯＤ調査 

受注者は、観測地点において通過する全対象車両に対し、聞き取り方式

（自動車専用道路ではランプ等での聞き取り又はメールＯＤ調査）または

設計図書に基づく調査方式により調査を実施するものとする。なお、対象

車両および調査票はＯＤ調査要綱に準ずるものとする。調査は原則として

対象とする車種の全数調査とするが、やむをえず抽出調査を実施する場合

は、ＯＤ調査要綱に定められた抽出率を最低限度とする。 
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（５）自動車航送船ＯＤ調査 

受注者は、コードンラインを横切るフェリー航路がある場合には、フェ

リー利用自動車を対象に路側ＯＤ調査を実施するものとする。なお、調査

にあたっては、出発港にて実施するものとする。調査は、調査員が直接運

転者等から乗船前に調査事項を聞き取り、ＯＤ調査要綱に定められた調査

票に記入するものとする。なお、国土交通省地方運輸局により自動車航送

船利用動向調査が実施されている航路については、自動車航送船利用動向

調査票を借用し、ＯＤ調査要綱に定められた自動車航送船ＯＤ調査票に転

記するものとする。 

（６）マスターファイル作成 

受注者は、（３）～（５）の調査結果をＯＤ調査要綱に定められた内容、

書式に従って整理し、マスターファイルを作成するものとする。 

（７）照査 

受注者は、第 1108 条照査技術者及び照査の実施に基づき、照査を実施

するものとする。 

（８）報告書作成 

受注者は、業務の成果として、第 1210 条調査業務及び計画業務の成果

に準じて報告書を作成するものとする。 

 

第 6210 条 オーナーインタビューＯＤ調査 

１．業務目的 

オーナーインタビューＯＤ調査は、自動車交通の起終点運行目的等を自動車

保有者に直接調査することにより、自動車の利用実態、道路交通の特性等を把

握し、今後の道路の計画、建設、管理等についての基礎資料を得ることを目的

とする。 

２．業務内容 

調査の項目は、ＯＤ調査要綱に基づき以下のとおりとする。 

（１）計画準備 

受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内

容を確認し、第 1112 条業務計画書第２項に示す事項について業務計画書

を作成し、監督員に提出するものとする。 

（２）自家用車類ＯＤ調査 

受注者は、ＯＤ調査要綱に定められた内容に従って、調査対象として抽

出された自家用自動車の保有者または使用者を訪問（場合により郵送配布）

し、調査日の運行状況及び各トリップ毎の運行内容について、調査要綱に

従って調査するものとする。実施にあたっては、訪問調査の場合は身分証

明書を携帯した調査員が事前に対象者を訪問し、調査内容・目的・利用方
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法等を説明し、調査指定日に対象者に記入してもらい、後日調査員が回収

（場合により郵送回収）し、不明な個所の確認を行うものとする。 

（３）営業用車類事業者インタビュー調査 

受注者は、ＯＤ調査要綱に定められた内容に従って、調査対象として抽

出された営業用自動車の保有者または使用者に対し、調査日の運行状況、

及び各トリップ毎の運行内容について調査するものとする。 

（４）営業用車類路線運行調査 

受注者は、ＯＤ調査要綱に定められた内容に従って、運行系統別輸送実

績報告書等から、路線バスの運行状況等を調査するものとする。 

（５）マスターファイル作成 

受注者は、マスターファイル作成について、第 6209 条路側ＯＤ調査第

２項の（６）に準ずるものとする。 

（６）照査 

受注者は、第 1108 条照査技術者及び照査の実施に基づき、照査を実施

するものとする。 

（７）報告書作成 

受注者は、業務の成果として、第 1210 条調査業務及び計画業務の成果

に準じて報告書を作成するものとする。 
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第５節 交通渋滞調査 

 

第 6211 条 交通渋滞調査 

１．業務目的 

交通渋滞調査は、交通渋滞対策を実施するための基礎資料を得ることを目的

とする。 

２．業務内容 

交通渋滞調査の項目は、渋滞調査マニュアルに基づき、下記のとおりとする。 

（１）計画準備 

受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内

容を確認し、第 1112 条業務計画書第２項に示す事項について業務計画書

を作成し、監督員に提出するものとする。 

（２）現地踏査 

受注者は、現地踏査について、第 6203 条単路部交通量調査第２項の

（２）に準ずるものとする。 

（３）地点情報調査 

受注者は、調査地点の道路状況、交通運用状況、周辺状況に関する項目

およびその他設計図書に基づく項目について調査を行うものとする。 

（４）交通量調査 

受注者は、以下の観測を行うものとする。なお、車種分類については、

渋滞調査マニュアルに準ずるものとする。１）交差点部流入部別に車種

別・方向別の自動車交通量及び横断歩行者・自転車等を 10 分間毎に観測

を行う。２）一般部方向別・車線別・車種別の自動車交通量を 10 分間毎

に観測を行なう。 

（５）渋滞長調査 

受注者は、交通流の待ち行列長を 10 分毎に 10ｍ単位で観測を行うもの

とする。なお、複数車線の道路においては、車線毎に調査するものとする。

また、渋滞原因についても目視観測による補助調査を行うものとする。 

（６）渋滞区間通過時間調査 

受注者は、渋滞区間を通過するのに要する時間を 10 分毎に調査を行う

ものとする。 

（７）信号現示調査 

受注者は、信号現示を流入方向別および監督員より指示された時間帯毎

に調査する。なお、信号交差点が連続している場合は、渋滞区間に隣接す

る信号交差点の現示も調査するものとする。また、信号制御方式（定周期

制御、感応制御）についても調査を行う。 

（８）渋滞原因調査 
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受注者は、（３）～（７）の調査結果から渋滞原因の分析を行い、その

原因を考察するものとする。 

（９）集計整理 

受注者は、（３）～（８）の調査結果を渋滞調査マニュアルに従って集

計整理するものとする。 

（10）照査 

受注者は、第 1108 条照査技術者及び照査の実施に基づき、照査を実施

するものとする。 

（11）報告書作成 

受注者は、業務の成果として、第 1210 条調査業務及び計画業務の成果

に準じて報告書を作成するものとする。 

 

第６節 駐車場調査 

 

第 6212 条 駐車場調査の区分 

駐車場調査は、以下の区分により行うものとする。 

（１）駐車場施設実態調査 

（２）駐車原単位調査 

 

第 6213 条 駐車場施設実態調査 

１．業務目的 

駐車場施設実態調査は、対象地域における有効的かつ効率的な駐車場整備を

図るために、駐車場施設の位置、規模、形態などを把握し、今後の駐車場の計

画、建設などについての基礎資料を得ることを目的とする。 

２．業務内容 

駐車場施設実態調査の業務内容は下記のとおりとする。 

（１）計画準備 

受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内

容を確認し、第 1112 条業務計画書第２項に示す事項について業務計画書

を作成し、監督員に提出するものとする。 

（２）調査対象駐車場の抽出 

受注者は、対象地域の駐車場について「全国道路街路交通情勢調査実施

要綱駐車場調査（調査編）」（国土交通省、以下「駐車場調査要綱」とい

う。）に示される対象駐車場を抽出するものとする。 

（３）駐車場施設実態調査 

受注者は、調査対象駐車場に調査員を派遣し、駐車場施設に関する調査

を実施するものとする。調査の内容と方法は駐車場調査要綱の基準による
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ものとする。 

（４）集計整理 

受注者は、駐車場調査要綱に示される方法に準じ、個別の駐車場施設の

データを整理するとともに、ブロック別および形態（時間貸し、月極め、

専用、その他）別に箇所数、駐車容量等を集計整理するものとする。 

（５）照査 

受注者は、第 1108 条照査技術者及び照査の実施に基づき、照査を実施

するものとする。 

（６）報告書作成 

受注者は、業務の成果として、第 1210 条調査業務及び計画業務の成果

に準じて報告書を作成するものとする。 

 

第 6214 条 駐車原単位調査 

１．業務目的 

駐車原単位調査は、対象地域の一部町丁目を対象に行う駐車場施設実態調査

結果を用いて、対象地域全域の駐車場施設状況を把握することにより対象地域

における有効的かつ効率的な駐車場整備のための基礎資料を得ることを目的と

する。 

２．業務内容 

駐車原単位調査の業務内容は下記のとおりとする。 

（１）計画準備 

受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内

容を確認し、第 1112 条業務計画書第２項に示す事項について業務計画書

を作成し、監督員に提出するものとする。 

（２）資料の準備 

受注者は、原単位を設定するための資料として、以下の資料を準備する。 

１）都市計画図 

２）住宅地図 

（３）調査実施町丁目の抽出 

受注者は、原単位を設定するための町丁目を抽出するものとする。その

内容と方法は、駐車場調査要綱において示される内容及び方法に準ずるも

のとする。 

（４）用途地域群面積の計測 

受注者は、調査実施町丁目の各用途地域郡の面積を、駐車場調査要綱に

おいて示される方法に準じて計測するものとする。 

（５）駐車場施設実態調査 

受注者は、駐車場施設実態調査について、第 6213 条駐車場施設実態調
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査第２項の（３）に準ずるものとする。 

（６）原単位の設定 

受注者は、駐車場調査要綱において示される方法に準じて、用途地域群

別の駐車場施設の原単位を設定するものとする。 

（７）地区内の駐車場施設状況 

受注者は、駐車場調査要綱において示される方法に準じて、駐車場施設

実態調査を実施していない地区の駐車場施設状況を算出するものとする。 

（８）照査 

受注者は、第 1108 条照査技術者及び照査の実施に基づき、照査を実施

するものとする。 

（９）報告書作成 

受注者は、業務の成果として、第 1210 条調査業務及び計画業務の成果

に準じて報告書を作成するものとする。 

 

第７節 成果物 

 

第 6215 条 成果物 

受注者は、表６.２.１に示す成果物を作成し、第 1117 条成果物の提出に従い納

品するものとする。 

 

 

表 6.2.1 交通現況調査成果物一覧表 

調査種別 成果物 

交 通 量 調 査 
調査報告書 

調査データ集計結果 

速 度 調 査 
調査報告書 

調査データ集計結果 

起 終 点 調 査 
調査報告書 

マスターファイル 

交通渋滞調査 
調査報告書 

調査データ集計結果 

駐 車 場 調 査 
調査報告書 

駐車場位置（規模、形態区分）図調査データ集計結果 

 

 


